
～新たな出発～ 
 

 

新年度を迎え、入園、入学、進級されたみなさん、おめでとうござ

います。新しい学校、新しいクラス、新しい先生、そして新しい仲間

とともにむかえるこの4月。「毎日楽しく過ごしたい」「新しい友達を

作りたい」「スポーツや勉強を頑張りたい」、そんな希望に満ちあふれ

た新生活が、いよいよスタートします。 

新しいことにチャレンジし、今までの自分を変えたいのなら、この４月は大きな     

チャンスです。「もしかしたらうまくいかないかも…」そんな不安はあるかもしれません。   

しかし、失敗を恐れて何もしないと、この先の長い人生の中で振り返ったときに後悔す

るかもしれません。やってみて、うまくいかなかったら変えればよいだけなのです。 

「 竹のように 強く しなやかに 」 

竹は、どんなに強く風がふいても、ポキっと折れずに元にもどり、

大空に向かってぐんぐん成長していきます。その理由は、成長ととも

に多くの節（ふし）がしなやかさを生み、地面の下でしっかりとした

根をはり、一本の竹どうしがつながっているからです。変化が早いこ

の時代を生きていくために、大きく曲げても折れない「強さ」、曲げ

ても元にもどる「しなやかさ」。このことはとても大切なことかもしれません。 

皆さんも一日の中で、または月ごとに、そして色々な行事の中で、一つひとつの節目を

大事にしていきましょう。地面の下に根を張るように、コツコツと努力を重ねて自分の

土台をしっかり固めましょう。そして強い風にも負けない竹のように、強くしなやかに、

そして自分らしく大きく成長してほしいと願っています。 

 

 

少し早い桜が咲き始めたころ、ある小学校では卒業式が行われていました。中学校の

制服やはかまを着た卒業生が、満面の笑顔で写真撮影を行っていました。今年は在校生

も参加することができたとのことで、歌や卒業証書授与など、卒業生の立派な姿をその

目に焼き付けたことでしょう。今年は多くの行事が行われることを願っています。 

青少年指導センターでは青色防犯パトロールカーに乗り、 

青少年の皆さんの見守り活動を行っています。今年度も青少年

の皆さんが安全な生活を送れるように、「愛のひと声」をかけな

がら活動していきますので、よろしくお願いいたします。 

  

 

   № 

令和５年４月号 

 

 茂原市教育委員会 
茂原市青少年指導センター 
〒２９７－００３７ 
茂原市早野１７－１ 
相談電話 ０４７５－２２－００８０ 
一般電話 ０４７５－２２－４４６６ 
F A X ０４７５－２２－００８０ 
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≪補導状況≫ ２３人                    ≪相談状況≫ ４件 

自転車の乗り方について その他 

並進 ノーヘル あごひも 右側走行 帰宅指導 

１９ １ １ １ １ 

≪不審者情報≫ ３件

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎これまでの不審者情報については、茂原市ＨＰ「わが街ガイド」に掲載しています。 
 二次元コードを読み込むと、わが街ガイドのサイトにアクセスすることができます

 

『あ な た を さ さ え ま す』 
【一生を笑顔で暮らせる願いを込めて・・・】 

学校生活 家庭生活 その他 

１ ２ １ 

月／日 時間 場所 概 要 その他 

３／3 １６：４５ 
本納中学
校側道 

男性が、校舎の方を向
きながら、下半身を露
出していた。 

40代男性 
グレーの帽子 
灰色軽自動車 

３／８ １５：００ 
富士見公
園東側道
路付近 

男性が後ろからついて
きた。 

６０代男性 
眼鏡 マスク 
黄色系の靴 
水色シャツ紫の
ズボン 

３／１４ １６：００ 
中の島公
園 

スマホを向けられて写
真を撮られた。 

外国籍と思われ
る男性 
170㎝、長
髪、上下黒の服 
白スニーカー 

青少年の補導・相談状況 不審者情報 令和５年２月１８日～令和５年３月１７日まで掲載 

◆ 相 談 窓 口 ◆ 
悩んだら 悩み始めたら 話してすっきり １人で悩まないで！ 
家庭生活 学校生活 いじめ 不登校 非行 何でも相談してください。 

 

茂原市青少年指導センター相談窓口  
○電話相談 ０４７５－２２－００８０  ○メール相談 

  （平日９時～１６時３０分）       seishonen@city.mobara.chiba.jp 

茂原市青少年指導センターのご案内 ～ヘルメットを着用しましょう～ 
令和５年４月１日、全ての自転車利

用者にヘルメットの着用が努力義務化
されます。（改正道路交通法） 
罰則のない努力義務となりますが、

自転車利用時の交通事故で、死亡者の
約６割が頭部に致命傷を負い、着用し
ていない人は、致死率 
が着用者に比べ2 . 2 
倍とのデータがありま 
す。年齢に関係なく、 
ヘルメットを着用しま 
しょう。 

茂原市不審者出没地域 

 

 

 

 

 

 

 

 


